
定期監査指摘事項 

  

監査対象機関名 住民課 

監査実施年月日 令和２年７月 17日（金） 

監査の結果 措置の状況 

生活排水処理計画見直し業務について  

・提出されている着手届の着手年月日が８

月の 30日となっているが、着手日が８月

31日からとなっている。着手届は着手し

た日以後の提出とすること。 

・今後、日付の確認を徹底いたします。 

 

事業系ごみ収集委託業務について  

・事業者からの手数料の徴収事務は委託し

ていないにも関わらず、契約書第８条第

２項に徴収事務に関する事項が記載され

ている。契約時に契約書の内容を精査す

ること。 

・来年度より、契約内容について改善いた

します。 

・契約書では保険への加入を義務付けてい

るが、加入の確認が実施されていない。

保険証の写しの提出を求めること。 

・今後、提出を求めます。 

・ロープウェイの駅舎のゴミの収集につい

て、料金を直接収集業者に支払いをして

いるので、本来の収集納入の手続きにす

ること。 

・今後、適正な納入手続きに改善いたしま

す。 

・検査復命書にゴミの数の根拠となる資料

が添付されていないため、何をもって検

査したのかが不明瞭である。検査復命書

には事業所の一覧とゴミの個数の一覧の

資料を添付すること。 

・今後、添付するよう改善をいたします。 

・千早赤阪村廃棄物の減量化及び適正処理

等に関する条例第６条において、「一般廃

棄物の減量及び再利用の促進等に関する

事項を審議するため、千早赤阪村廃棄物

減量等推進審議会を置くことができる」

と規定されているが、審議会が設置され

ていない。昨今、海洋プラスチックゴミ

も問題視されているので、村としてプラ

スチックゴミの削減に取り組むための審

議会を設置してはどうか。 

・プラスチックゴミ削減においては、具体

的な事業の取組みや啓発など、府内市町

の審議会の設置状況も含め調査研究して

まいります。 



監査の結果 措置の状況 

・同条例施行規則第３条第２項において、

「多量排出事業者は、毎年１回、村長が

定める期限までに、事業系一般廃棄物の

排出の抑制及び再利用並びにその適正な

処理に関する計画書を作成し、村長に提

出しなければならない。」と規定されてい

るが、その計画書が提出されていない。 

・今後、事業者に計画書の提出を求めてい

きます。 

合併浄化槽維持管理費補助金について  

・交付決定書において、村の割り印が抜け

ていたり、押し間違えているものがある。

正確な文書の発行に努めること。 

・今後、公文書作成について改善をいたし

ます。 

・補助金の申請件数が前年よりも減少して

いる。補助金の目的は生活排水による公

共用水域の水質汚濁を防止することであ

り、その手段として合併浄化槽の維持管

理にかかる費用の一部を補助しているの

で、合併浄化槽を設置しているにも関わ

らず申請していない方が、なぜ申請しな

いのかを調査すること。 

・本事業に申請されない理由については、

補助金が不要である、申請が煩わしい等

の意見を頂いております。未申請者に対

しては、本事業の内容をより一層理解し

ていただくため、今後も広報誌等による

周知を実施していきます。 

 

人権協会補助金について  

・村として保管する文書と人権協会として

保管する文書が同じファイルに綴じられ

ている。人権協会として収受した文書は

人権協会専用のファイルに綴じること。 

・新たに専用ファイルを作成し綴じるよう

改善しました。 

・村へ提出されている前年度の実績報告書

に領収書が添付されていない。 

・人権協会より領収書のコピーを提出いた

だきました。 

・令和元年度の交付申請において、提出さ

れている予算書が案となっている。人権

協会の総会が終わるまでは予算が確定し

ないとのことだが、そうであれば総会の

予算確定後に再度予算書の提出を求める

こと。 

・今後、人権協会に対し予算書の提出を求

めていきます。 

・平成 30年度の決算剰余金の精算において

3,042 円を村に返還しているが、その中

に利子の１円が含まれている。利子の１

円まで返還を求めるのか、庁内の統一ル

ールを確認すること。 

・今後、決算剰余金の精算にあたっては、

契約書等に基づき適正な手続きにより

事務処理するよう人権協会を指導しま

した。 



監査の結果 措置の状況 

国民健康保険特別会計（事業勘定）につい

て 

 

・基金の取崩しについて、基金条例の設置

目的に基づいた運用がされていない。基

金の設置目的は国民健康保険事業におけ

る療養給付費の増加、その他緊急やむを

得ない財政需要に充てるためであるが、

基金を保険料率の緩和の財源に充当でき

るようにするのであれば条例を改正した

ほうが良いのではないか。 

・現在の基金条例につきましては、保険料

率の府内統一化前の運用状況に沿った条

例となっているため、実際の運用状況に

見合った改正を行うべきであると認識し

ております。 

 保険料率の緩和の財源や保健事業などに

充当できるよう、改正しました。 

 

  



 

 

 

監査対象機関名 健康福祉課 

監査実施年月日 令和２年９月 11日（金）、18日（金） 

監査の結果 措置の状況 

国民健康保険特別会計（診療施設勘定）に

ついて 

 

・指定管理者からの実績報告書に診療報酬

と証明書発行等の手数料の確認ができる

資料が添付されていない。 

・毎月の報告書には記載されているので実

績報告時にも内訳がわかるように指定管

理者と協議していきます。 

・指定管理料の積算根拠がない。 ・指定管理料については地方交付税と国民

健康保険調整交付金（へき地直営診療所

運営費）を考慮して積算しております。

令和 4 年度の指定管理者の公募に向けて

令和 3 年度に再度指定管理料を積算いた

します。 

出産祝品制作業務委託料について  

・村の積算根拠となる設計書が作成されて

おらず、予算と決算に 16万円ほどの差が

出ている。また、予定価格の設定もされ

ていない。 

・今後は積算根拠となる設計書を作成し、

随意契約ガイドラインに基づき適正に事

務を行います。 

・予算作成時に適正な見積もりを徴取する

こと。 

・予算については令和３年度当初予算よ

り、適正な見積もりを徴取し、計上して

おります。 

基幹相談支援センター事業委託料について  

・２町１村で協定を締結し、事業の実施に

取り組んでいるが、その委託料の積算根

拠となる設計書が作成されていない。 

・協定書に金額が明記されており、その金

額での委託となっていたが、２町１村で

協議し、設計書について、今後作成しま

す。 

ちびっこ広場の管理について  

・各広場の樹木等の管理方法について、地

区が管理するのか、村が管理するのかを

明確にしていない。 

・各広場の樹木等の管理方法について、要

綱改正を行い、明確にします。 

いきいきサロン指定管理料について  

・村の積算根拠となる設計書が作成されて

いない。 

・今後、積算根拠となる設計書を作成しま

す。 



 

 

監査の結果 措置の状況 

・指定管理の議案書の提出日（平成 31年１

月 31日）よりも事業管理者からの事業計

画書の提出（平成 31年２月６日）が遅れ

ている。 

・今後適正な事務処理に努めます。 

・指定管理者からの実績報告書及び収支報

告書が令和２年３月 31 日となっている

が、実際にこの日付に実績報告を提出す

るのは難しいのではないか。実績報告書

は１ヶ月以内に提出させればよい。 

・令和元年度については、指定管理者から

３月 31日に提出がありましたが、ご指摘

通り、改めて指導します。 

社会福祉協議会補助金について  

・実績報告書に補助事業の内訳を確認でき

る資料が添付されていない。 

・来年度に向けて、社会福祉協議会補助金

や委託料等に関する協定書及び関係要綱

等を定め、適正な事務処理に努めます。 ・補助金が社会福祉協議会の運営補助金な

のか、事業補助金なのか、明確にしてい

ない。 

・補助金交付規則では実績報告時には領収

書を添付することになっているが、添付

されていない。 

・補助金交付規則第 15条で実績報告書の提

出日が事業完了後１ヶ月以内に提出しな

ければならないとされているが、実績報

告書の日付が令和２年５月 28 日付けに

なっている。 

 

 


